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まちづくり方針（案） 【概要版】

新百合ヶ丘駅周辺地区

川崎市

１ 背景

２ まちづくり方針策定の目的

３ まちづくり方針の位置づけ

Ⅰ 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針策定の目的

Ⅱ 新百合ヶ丘駅周辺の現況

Ⅲ 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針

Ⅳ 計画的なまちづくりの推進

１ 人口動態

２ 自動車交通

３ 駅前広場

４ 自然環境

５ 土地利用

１ 求められる取組

２ まちづくりの基本方針

３ 分野別の取組の方向性

４ まちづくりの方針図

１ ２号再開発促進地区の指定

２ 戦略的誘導エリアの指定

３ 機動的な公共施設の検討
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・ 時代のニーズに応じた都市機能の集積
・ 駅周辺の交通環境の改善
・ 芸術・文化、緑など、個性と魅力にあふれたまちづくりの推進

３ まちづくり方針の位置づけ

新
百
合
ヶ
丘
周
辺
地
区

ま
ち
づ
く
り
方
針
策
定
の
目
的

２ まちづくり方針策定の目的
駅周辺の課題の改善やより魅力ある広域拠点の形成に向け

て、駅周辺のまちの将来像やその実現に向けた取組の方向性
等を定めるとともに市民や関係権利者等と共有し、協働・連
携により、駅周辺の適切な土地利用や賑わいを創出する市民
活動などのまちづくりを進めるために、「新百合ヶ丘駅周辺
地区まちづくり方針」を策定します。

④令和4(2022)年4月に「新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくりの基
本的な考え方」を取りまとめ、次の考え方を基に駅周辺のま
ちづくりについて地域住民等と意見交換を進めてきました。

１ 背景
①新百合ヶ丘駅周辺は、昭和49(1974)年の新百合ヶ丘駅開業・小田

急多摩線の開通を契機に土地区画整理事業が進み、川崎市総合計
画において広域拠点に位置づけ、官民連携でのまちづくりを進め
てきました。
新百合ヶ丘駅周辺で
は、商業・業務・公
共機能の集積ととも
に、川崎市アートセ
ンターや芸術系大学
等の芸術・文化施設
がコンパクトに集積
されているとともに、
万福寺檜山公園、万福寺ふるさと緑地等の緑豊かな公園等が計画
的に配置されています。

Ⅰ 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針策定の目的（本編Ｐ３～Ｐ５）

⑤令和6(2024)年度には「都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針」や「都市再開発の方針」等の改定を行い※、駅周辺につ
いて、より質の高い、魅力ある広域拠点の形成を図ることを新
たに位置付けました。 ※令和6年11月時点都市計画手続き中

芸術系大学や文化施設等の豊富な芸術・
文化資源を活かした活動や、近年では
公共空間を活用したイベントなど、地
域の特徴を生かした賑わいと魅力ある
まちづくりが進められています。

②一方で、急激な人口増加による駅中心部
における慢性的な交通渋滞や、駅至近に
おける低利用地の残存、建物の高経年化、
駅北側の高低差など、当地区の抱える様々な課題が顕在化してき
ています。

③また、横浜市高速鉄道３号線（以下「３号線」という。）延伸
を見据え、都市機能の更なる集積や、交通結節機能の強化に向け
た取組が求められています。

出典：しんゆりフェスティバル・
マルシェHPより

新百合ヶ丘駅周辺の土地利用の現況

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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〇本市の人口総数は令和12(2030)年まで増加を続け、その後減
少傾向となることが想定されており、麻生区では高齢化率も
25％を超えることが予測されています。

○新百合ヶ丘駅周辺においては、今後、少子高齢化が更に進展
することが想定されているため、コンパクトで効率的なまち
づくりなどの検討が必要です。

１ 人口動態～少子高齢化が進み、2030年頃を境に減少～

＜新百合ヶ丘駅周辺の交差点における日最大の渋滞長＞

２ 自動車交通
～道路の脆弱な駅中心部や南北方向への車の集中～

〇新百合ヶ丘駅周辺では、交通量に比べて駅中心部の道路幅
員が狭く都市基盤が脆弱な状況です。

○駅中心部に向かうほど、南北方向に限られた道路に歩行者
と車の交通が集中し、それぞれの輻輳も増えてくることか
ら、慢性的な交通混雑が課題となっています。

○これらの状況から、駅前広場の適正配置と駅周辺道路の拡
張や南北方向の道路空間の拡充などによる交通の分散化な
どの検討が必要です。

Ⅱ 新百合ヶ丘駅周辺の現況（本編Ｐ６～Ｐ１３）

～7％ 7～14％ 14～21％ 21～28％ 28～35％ 35％～

高齢化率

新百合ヶ丘駅

2020年

新百合ヶ丘駅

2050年

＜新百合ヶ丘駅周辺の高齢化率の変化（2020年⇒2050年）＞

＜市全体及び麻生区の将来人口及び高齢化率の推移＞

出典：国土交通省国土数値情報（500mメッシュ別将来推計人口（H30国勢局推計）より作成

出典：新百合ヶ丘駅周辺 滞留長・渋滞長調査（令和4年12月川崎市実施）の調査結果より作成

出典：川崎市総合計画 第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計（更新版）より作成

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
新

百
合
ヶ

丘
駅
周

辺
の

現
況

4



新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）
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３ 駅前広場～バス交通の南北の偏りと広場空間の不足～

〇駅南北ともに一般車利用が多く、駅中心部で一般車による
渋滞が発生しています。

○特に、北口は駅前広場が狭小で、路線バスの発着が南口に
集約されており、「バス利用者の利便性・速達性」、
「南口駅前広場の交通集中」、「南北の往来による周辺道
路への交通負荷」などが課題となっており、北口駅前広場
の拡充と公共交通の南北適正配分等の駅前広場の再編に向
けた検討が必要です。

４ 自然環境～駅中心部における緑と緑のつながり～

○麻生区は、樹木の集団の分布や区民一人当たりの公園・緑
地面積が最も高く里山など緑の潤いにあふれています。

○駅周辺には万福寺檜山公園など緑豊かな空地が複数存在し
ている他、こやのさ緑道などの沿道や豊富な街路樹により
緑のネットワークが形成されています。

○一方で、駅中心部にはまとまった緑が少なく、緑の連続性
が途切れてしまっている状態にあり、駅中心部への緑の配
置による緑の連続性の創出や緑のネットワーク強化に向け
た検討が必要です。

＜新百合ヶ丘駅南口発着のバス経路図＞

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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５ 土地利用～商業機能の低下、土地の高度利用が図られていないことによる賑わいの不足～

〇新百合ヶ丘駅周辺では、昭和52(1977)年に着手した土地区画整理事業を契機に昭和60(1985)年頃には、区役所をはじめとする行政施
設が開業し、平成の初期には南口を中心に駅前に多くの大型商業施設が開業するなど、都市機能の集積が進んできました。

○近年では、駅周辺の施設は昭和終期から平成初期に建てられたものが多く、これらの施設の更新が進んでおらず、特に北口において
は、南口と比較して、商業立地が乏しく、地区の賑わい創出の検討が必要です。

凡例

昭和終期に整備された都市機能（約50年経過）

平成初期～中期に整備された都市機能（20～30年経過）

令和以降に整備された都市機能

凡例

木造１階建て

木造２階建て

木造３階建て

非木造１階建て

非木造２階建て

非木造３階建て

非木造４階建て

非木造５階建て

非木造６階建て

非木造７階建て

非木造８階建て

非木造９階建て

非木造１０階以上

OPA
（H9開業）

エルミロード
（H４開業）

イオンスタイル
（H９開業）

コナミスポーツ
（H8開業）

アコルデ
（H２開業）

ﾃﾆｽｺｰﾄ
（R4開業）

麻生区役所
（S57開業）

麻生図書館・市民館
（S60開業）

日本映画学校
（S61開業）

昭和音楽大学
（H1開業）

スポーツセンター
（S61開業） 駅中心部から南口にかけては一

定の高度利用による商業機能や
業務機能の集積が図られている。

駅北側においては、南側エリアと
比較して土地の高度利用による
都市機能集積が進んでいない。

建物用途現況図（R2都市計画基礎調査より作成） 建物構造・階数別現況図（R2都市計画基礎調査より作成）

麻生消防署
（S60開業）

昭和音楽大学
（H19開業）

ﾌｯﾄｻﾙｺｰﾄ
（R5開業）

川崎アートセンター
（H19開業）

複合施設（サウナ他）
（R5開業）

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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Ⅲ 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（本編Ｐ１４～Ｐ２１）

１ 求められる取組

新
百
合
ヶ
丘
周
辺
地
区
ま
ち
づ
く
り
方
針

○少子高齢化や人口減少、デジタル化、ウィズコロナ、３号線延伸等、将来の駅周辺を取り巻く環境の変化を見据えた計画的かつ、
集約的なまちづくりが求められています。

○既存の施設や歩行者デッキ等と連携して、駅周辺の土地の高度利用を図りながら、広域的な商業・業務・文化機能など高度で多様
な都市機能を集積し、賑わいを創出する民間活力によるまちづくりが求められています。

【土地利用】

○駅前広場に向かう車両や南北方向を移動する車両による交通渋滞が課題となっており、特に北口においては都市基盤が脆弱で、
駅前における一般車の過度な流入による渋滞が発生していることから、駅前広場の適正配置や駅周辺道路の拡充などのきめ細や
かな道路運用等、抜本的な交通環境の改善に向けて、交通の分散化を図る都市基盤の整備が求められています。

【交通体系】

○駅周辺は高経年建物が多く立地しており、地震時の建築物の被害が懸念されるほか、区役所や消防署等の防災関連施設に接続す
る道路の慢性的な渋滞により、緊急輸送道路（県道世田谷町田・尻手黒川線）へのアクセスに懸念があります。

〇広域拠点として官民連携した帰宅困難者対策への取組や一時滞在施設の確保、駅前空間における安全に滞留・避難のできるまと
まった空間の整備が求められます。

【都市防災】

【都市環境】

○駅中心部の屋上緑化・壁面緑化等の民有地の緑化や幹線道路・緑道の街路樹整備などの官民連携した緑の創出により、緑のネッ
トワークを形成する麻生区にふさわしい魅力ある都市景観の形成が求められています。

○オープンスペースや公園・緑地の活用により、多世代の交流が可能な地域コミュニティの場の形成が求められています。

○新百合ヶ丘駅周辺は起伏の激しい地形であるため、既存の歩行者デッキ等も活かし、さらなるウォーカブルなまちづくりが求め
られています。特に北口においては、歩行者・自転車・自動車の動線が分離されていない箇所や、歩道のない狭あいな道路など
が存在していることから、安全・安心かつ快適な歩行空間づくりが求められています。

○人々が滞留できる空間が不足していることから広域拠点としてふさわしい歩行者の滞留を意識した駅前空間の創出が求められて
います。

○路線バスの発着が南口に集約されていることから、「バス利用者の利便性・速達性」や「路線バスの南北の往来による周辺道路
への交通負荷」などが課題となっており、特に狭小な北口駅前広場の拡張と公共交通の南北適正配置が求められています。

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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２ まちづくりの基本方針

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）
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①多様な価値観やインバウンドに対応した機能の充実
・少子高齢化や人口減少

等の社会変容による価
値観の変化や、インバ
ウンドを踏まえて「コ
ト消費」のニーズにも
対応し、新百合ヶ丘の
豊かな自然環境や芸術
・文化の魅力を最大限
に活かして、個性と魅
力にあふれた機能の充
実をめざします。

②芸術・文化の薫りがする広域拠点
・川崎市アートセンターをはじめ、

昭和音楽大学や日本映画大学な
どの新百合ヶ丘駅周辺に集積す
る芸術・文化施設を活かしなが
ら、多様な主体が連携すること
で、豊かな芸術・文化を核とし
て地域活性化や地域ブランド化
をめざす「しんゆり・芸術のま
ち」に向けた取組を推進します。

③多様な教育機能導入や連携の促進
・多様な人々の集積や交流に向けて、海外の人材の受け皿となるイ

ンターナショナルスクールや産学連携による起業家の育成に資す
る機能などの様々な教育機能の導入や連携を促進し、多様な人々
や企業等に選ばれるまちとして効果的な機能の充実を図ります。

～市北部の広域拠点にふさわしい都市機能の充実～

（１）駅中心部の高度利用などによる、多様な都市機能の充実 （２）新百合ヶ丘の魅力（芸術・文化、緑等）を活かした
市及び国内外から人を呼び込む機能の充実

【土地利用】

①コンパクトで効率的なまちづくり「コンパクトシティ」
・少子高齢化の進展による社会的要請や今後の人口減少を見

据えた地域課題に効果的に対応するため、駅中心部の高度
利用を推進し、商業、業務、都市型住宅等の多様な都市機
能が集積したコンパクトで効率的なまちをめざします。

・公共公益施設の建替えや大規模な土地利用転換の契機を捉
え、交通利便性の高い駅周辺地区において、公共公益施設
の集約や多様なニーズに対応した都市機能の誘導を図ると
ともに、路線バスなどの公共交通によるアクセス向上に向
けた取組を推進します。

②広域拠点としての新百合ヶ丘駅周辺
・本市の主要なターミナル駅としての特徴や３号線延伸によ

る新横浜へのアクセス強化等を活かし、市内外だけでなく
国内外から人を呼び込むことができる個性と魅力にあふれ
た広域拠点の形成をめざします。

３ 分野別の取組の方向性

出典：国土交通省HPより

出典：GREEN SPRINGS HPより

出典：川崎市HP「多様な文化活動」より

＜多様な価値観に対応した複合施設の事例＞
「GREEN SPRINGS」

「アルテリッカしんゆり」

＜コンパクトなまちづくりの事例「二子玉川ライズ」＞

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）
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～市北部の広域拠点にふさわしい都市機能の充実～【土地利用】

３ 分野別の取組の方向性

（４）次世代型オフィス等の整備による、
持続的かつ多様な昼間人口の誘導

①新たな働き方を支える郊外型オフィスの整備
・持続的かつ多様な昼間人口の誘導に向けて、社会変化に対

応する新たな働き方を支えるコワーキングスペースやシェ
アオフィス等の導入などによる、次世代の郊外型オフィス
の整備をめざします。

②多様な交流を創出する業務機能の立地促進
・新百合ヶ丘の魅力である豊かな自然環境を活かし、環境意

識の高い企業の本社機能の移転等を誘導していくことで、
多様な人々の交流やコミュニティを創出する業務機能の立
地を促進します。

（３）多様な居住ニーズ等に応じた住まい・住まい方や
交流を支える機能の充実

①多様な居住ニーズ等への対応と住み替えの促進
・高齢者、障がい者、外国人、子育て世帯など、誰もが安心

して住み続けられるよう、多様な居住ニーズやライフス
テージに応じた住まい・住まい方の構築を図ります。

・高経年住宅などの住宅ストックを活用した世代間循環を促
進し、子育て世帯へのゆとりある住まいの提供や高齢者世
帯への住まいを活かした豊かな高齢期の実現を支える利便
性の高い地域等への住み替えの促進を図るなど子育て世帯
の定住促進や高齢者世帯の安定居住に向けた取組を推進し
ます。

②子育て世代や若者・高齢者等の様々な世代の交流の促進
・子育て世代や若者・高齢者等、様々な世代の交流の促進に

向けて、地域住民等の主体的な地域活動等の取組の支援や、
地域ニーズに対応した施設の充実をめざします。

・駅周辺の大学などと連携を図りながら、学生や若者がまち
に主体的に関わる仕組みづくりを検討し、若い世代による
活気にあふれたまちをめざします。

（５）地域連携を踏まえた計画的なまちづくりの推進

①３号線の延伸に伴い、新駅の整備が予定される
王禅寺エリア、虹ケ丘エリアの計画的なまちづくりの推進

・新百合ヶ丘駅周辺との適切な機能分担を図り、地域住民の
暮らしを支える身近な商業や生活支援関連サービス機能の
集積をめざします。

・豊かな自然環境や農地、文化・教育施設、レジャー施設と
いった特色ある地域資源を活かし、鉄道沿線の魅力の向上
をめざします。

・３号線延伸の機会を適切に捉えつつ、地域住民やステーク
ホルダーと意見交換を行うなど、連携を密に図りながら、
各エリアの特性に応じた土地利用誘導の検討を進めます。

出典：パルテノン多摩HPより

＜様々な世代間交流の場の事例「パルテノン多摩」＞

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）
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【交通体系】

３ 分野別の取組の方向性

～誰もが歩きやすく移動しやすい交通環境の整備～

（１）交通環境を改善する基盤の整備

①駅周辺の道路や交通広場整備等による交通環境の改善
・交通混雑の緩和に向け、県道世田谷町田や尻手黒川線等の

周辺の都市計画道路の整備を進めます。

・駅周辺においては、道路の改良・拡充や交通広場の適正規
模・適正配置等の都市基盤の整備のほか、駅南北の公共交
通の適正配分等のきめ細やかな運用により、駅周辺の交通
負荷の分散化や駅へのアクセス性・乗換利便性・駅周辺に
おける回遊性の向上などの交通結節機能の強化を図ります。

・新百合ヶ丘駅の特性や今後の駅利用者数の増加を見据えて、
公共交通の利用促進や駅利用者が安全・安心・快適に移動で
きる地域交通環境の形成をめざします。

（２）歩車分離による安全で快適かつ円滑な交通環境の整備

①デッキ等による高低差の解消や安全で快適な歩行環境の整備
・歩行者、自転車、自動車の空間的分離に向けた取組を推進し、

歩行者が安全・安心で利用しやすい空間づくりを推進します。

・歩行者デッキなどを活用して、歩行環境の改善を図るととも
に駅南北の連携を強化し、駅周辺の回遊性を促進する歩行空
間づくりを推進します。

②歩車分離による円滑な交通環境の整備
・歩行者と車の立体的な歩車分離により、人と車の平面的な交

差を減少させることで、円滑な交通環境の整備を推進します。

出典：横浜市HPより

＜デッキによる交通環境整備の事例「二子玉川ライズ」＞

歩行者デッキ 公園

出典：国土交通省HPより

＜駅前広場のゾーニングの事例「ＪＲ戸塚駅」＞

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）

11

【交通体系】

３ 分野別の取組の方向性

～誰もが歩きやすく移動しやすい交通環境の整備～

（３）「人」中心のウォーカブルなまちづくり

①駅前空間におけるウォーカブルなまちづくり
・広域拠点にふさわしい賑わいあふれる駅前空間づくりに

向けて、官民連携したオープンスペースの創出等により、
様々な人々が集い、交流が生まれる歩いて楽しい「人」中
心のウォーカブルな駅前空間の形成をめざします。

②ウォーカブルなまちを支える多様な交通モードの導入
・ウォーカブルな駅前空間を目指しながら、山坂が多い地域

や駅から離れた地域からの駅アクセス性を確保するため、
路線バスや多様な交通手段（シェアサイクル等の自転車利
用やデマンド交通）の導入促進を図るとともに、駅前広場
におけるこれらの受け入れ体制の確保をめざします。

（４）３号線延伸を見据えた交通結節機能の強化

①３号線延伸に向けた取組の推進
・新たな鉄道ネットワークの形成による横浜方面へのアクセ

ス強化、多重性の向上、新百合ヶ丘駅の拠点機能の強化や、
駅の設置による効果的な交通利便性の向上などを図るため、
横浜市と連携して、３号線延伸に向けた取組を推進します。

②交通結節機能の強化に向けた効果的な駅前空間の整備
・３号線の延伸においては、新たに設置される新駅と既存駅

との連携を図り、広域拠点として交通結節機能の強化に向
けた効果的な駅前空間の整備を促進します。

＜横浜市高速鉄道３号線「概略ルート図」＞＜ウォーカブルな駅前空間の整備事例「姫路駅」＞
出典：国土交通省HPより

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）

12

①まち全体を印象づける象徴的な緑空間の形成
・駅至近の大規模な土地利用計画

等にあたっては、周囲の緑と連
続した「一体的な緑」の風景の
創出や階層的な緑の配置等によ
る「立体的な緑」の風景を創出
し、街全体を緑豊かに印象づけ
る緑の空間形成を誘導します。

・植物や自然光、水などの自然環境の
要素を取り入れた「バイオフィリッ
クデザイン」等による人が自然を近
くに感じることができる空間形成を
誘導します。

②官民連携による豊かな緑空間の形成
・官民連携による豊かな緑空間の形成

に向けて、公共空間（駅前広場・デッキ・道路等）の積極的
な緑化及び駅周辺の既存の豊富な緑について、近隣の土地利
用計画等と連携を図りながら、積極的な活用を検討します。

【都市環境】

３ 分野別の取組の方向性

～緑あふれる潤いある都市環境の整備～

（１）緑に彩られた都心の風景の創出

（２）居心地がよく歩きたくなる緑に囲まれたまちなみの形成

①緑を活用した快適かつ高質な歩行空間等の形成
・気象変動やヒートアイランド現象による都心部の気温上昇な

どに対して、グリーンインフラなどによる緑陰や蒸発効果
などの緑や水が有する暑熱対策機能を活用することで、快適
な歩行空間の形成をめざします。

・また、民間ノウハウを活かした官民連携した維持管理による
高質な緑空間の形成をめざします。

（３）地域活動等による緑のネットワーク形成

①公園・緑地等を活用した賑わいの創出
・公園・緑地等を活用した

地域活動等の取組を促進
し、賑わい創出を図りな
がら、各公園・緑地等の
連携を強化し、緑のネッ
トワークの充実をめざし
ます。

②公共空間を活用した地域活動
・公共空間を活用した市民協働による花壇の整備など、

市民や地域の発意による主体的な緑化活動等の取組を
支援します。

（４）特色のある緑や身近な緑の維持と創出

①特色のある緑の創出
・緑豊かな新百合ヶ丘のまちな

みを後世に残していくため、
官民連携して、より良いまち
なみを形成していくための活
動を推進します。

②身近な緑の維持と創出
・緑地などのまとまった緑だけ

でなく、住宅地などの身近な
緑も新百合ヶ丘を支える重要
な要素として、新百合ヶ丘ら
しい緑づくりを誘導します。 ＜緑のまちなみ創出の事例＞

「まちなみﾃﾞｻﾞｲﾝ逗子」

出典：日建設計HP
「NIKKEN BIOPHILIC DESIGN BOOK」より

出典：逗子市HPより

＜立体的な緑の事例＞
「アクロス福岡」

＜使いやすい公園整備の事例＞
「稲毛公園」

＜ﾊﾞｲｵﾌｨﾘｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝの事例＞
「ＪＲ熊本駅ビル」

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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①建物の耐震化の促進等による地区全体の防災性の向上
・駅至近の老朽化の進む建物の耐震化の促進や、土地利用転換

の機会を捉えた土地利用の適切な誘導による駅前の防災空間
の確保等、地区全体の防災性を高めます。

②再開発等の機会を捉えた防災効果の高い取組の誘導
・再開発等の大規模な計画の際には、オープンスペースの確保

及び、帰宅困難者の一時滞在施設、防災備蓄倉庫の確保、地
震に強い先進的な構造等の防災効果の高い取組を積極的に誘
導します。

【都市防災】

３ 分野別の取組の方向性

（１）防災性能の高い建物や駅前空間等の整備

（３）災害時に備えた取組の推進

①官民連携した取組の推進
・行政施設を中心に駅至

近の商業施設等の民間
施設とも連携を図りな
がら、帰宅困難者の一
時滞在施設の確保、災
害時の物資の確保や交
通機関の運行情報の伝
達手法の検討など、災
害時に備えた取組を官
民連携して進めます。

（４）地域の特性に応じた防災まちづくり

～災害時における都市の防災性の向上～

（２）災害時の緊急車両等のアクセス性の向上

①防災性の高い交通ネットワークの形成
・区役所や消防署等の防災関連施設の適正な更新時期を見据え

た建替えや、建替えに合わせて、緊急輸送道路に位置付けら
れる県道世田谷町田へのアクセス性の向上を図るなど、防災
性の高い交通ネットワークの形成をめざします。

①土地区画整理事業区域外のエリアの防災性の向上
・土地区画整理事業区域外のエリアについては、昭和

56(1981)年以前の旧耐震基準の建物が残存することや、
歩行者動線の高低差や狭あい道路等、防災上の課題があ
ることから、防災まちづくりに向けた取組を促進します。

②ハードとソフトによる取組の促進
・防災まちづくりに向けては、建物の耐震化の促進（ハー

ドの取組）と、災害時の情報伝達などの被害を軽減する
ための活動の促進（ソフトの取組）により、災害に強い
まちをめざします。

＜官民連携による一時滞在施設の事例＞
「川崎アゼリア」

防災まちづくり事例集を
作成し、町内会等の防災
まちづくりに向けた取組
を紹介しています。

木造住宅耐震無料相談
会を開催するなど、木
造住宅等の耐震化に取
り組んでいます。

出典：川崎市「地域住民との協働による防災まちづくり」より

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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４ まちづくりの方針図
「まちの将来像」の実現に向け、これまで進めてきた南北と東西の軸を中心としたまちづくりを継承しながら、＜市北部の広域拠

点にふさわしい の強化＞ 、 ＜駅南北の交通を適切に処理する の再編＞ 、＜駅南北間及び中心部から
後背地への連携を図る の充実＞ により、民間活力によるまちづくりを誘導しながら、市北部の広域拠点にふさわしい、
質の高い魅力ある拠点の形成をめざします。

これまでのまちづくり
南北軸︓

通勤通学や日常の生活動線
東西軸︓

余暇・文化活動の動線
（商業・業務マスタープラン（S59））

市北部の広域拠点にふさわしい の強化
○駅中心部の高度利用とともに、民間活力を活かした広域拠点にふさわしい

都市機能の充実や、官民連携した緑やオープンスペース等の創出により、
豊かな緑空間及びにぎわい機能に加え、防災機能の強化を図ります。

（１）都市機能の方針

駅南北の交通を適切に処理する の再編
○駅南北に適正規模の交通広場等を整備し、周辺の広域ネットワークと連携

を強化することで、駅中心部における車の交通環境の改善を図るとともに、
人中心の駅前空間を創出します。

○南側の駅前空間の再編により、鉄道新規ネットワークの連携強化等の交通
結節点としての機能強化を図ります。

駅南北間及び中心部から
後背地への連携を図る の充実

○交通機能の適正な役割分担・整備等により、駅南北間の連携や中心部から
後背地への連携（回遊性や交通処理機能）の充実を図ります。

○駅北側に新たなにぎわい核の創出、駅南側のにぎわい核の更なる強化によ
り、南北のにぎわい核を都市軸で結び、まち全体のにぎわいを創出します。

○官民連携による駅中心部の緑の連続性の創出により、駅周辺の緑のネット
ワークの強化を図ります。

鉄道新規ネットワーク
○広域的な交通利便性の向上や、新幹線へのアクセス機能の強化等に向けて、

鉄道の新規ネットワークの整備を推進します。

（２）都市基盤の方針

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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「まちづくりの方針図」に掲げる「にぎわい核」の強化等に
向けて、まち全体に波及効果をもたらすなど、まちづくりを牽
引する土地利用の誘導を図るべきエリアとして『戦略的誘導エ
リア』を指定します。

（１）戦略的誘導エリアの指定の考え方

適切な土地利用を誘導することで、まちの課題解決や、まち全
体への波及効果をもたらすことが期待されるエリアとして、駅至
近のエリアのうち、官民連携及び既存ストックを活かしたまちづ
くりの観点から、区役所や交通広場等の公共施設の敷地に隣接す
る「高度利用されていない大規模な土地」、「大規模な商業施設
等の敷地」を戦略的誘導エリアに指定し、当該エリアを中心とし
た効率的・効果的なまちづくりを検討します。

（２）戦略的誘導エリアの土地利用誘導の進め方
下図のエリアを戦略的誘導エリアとし、当該エリアのステーク

ホルダーと意見交換を行うなど、連携を密に図りながら、駅の北
側と南側の状況に応じて以下のとおり検討を進め、各種規制誘導
手法を活用しながら、まちの持続的な発展を牽引する適切な土地
利用を誘導します。

２号再開発促進地区

高度利用されていない大規模

な土地

大規模な商業施設等の敷地

行政敷地（区役所、交通広

場、デッキ等）

公園・緑地等

都市計画道路等の骨格となる

道路

２ 戦略的誘導エリアの指定

計画的なまちづくりを、より効果的に進めるため、「川崎都市計画都市再開発の方針」において、特に一体的かつ総合的に市街地の
再開発を促進すべき相当規模の地区を定める「２号再開発促進地区」を指定し（※令和6年11月時点都市計画手続き中）、当該地区内
の土地利用転換や施設のリニューアル等の際には共同化・協調化等の隣接敷地との連携を促進するなど、各種規制誘導手法を活用しな
がら、適切な土地利用を誘導します。

また、官民連携による豊かな緑空間の形成に向けて、駅周辺の既存の豊富な緑について、近隣の土地利用計画等と連携を図りなが
ら、積極的な活用を検討します。

戦略的誘導エリアについては、今後のまちづくりの進捗状況に応じて、適宜見直し予定

Ⅳ 計画的なまちづくりの推進（本編Ｐ２２～２４）
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土地利用現況図

１ ２号再開発促進地区の指定

①駅北側
駅北側の交通環境の改善に向けた早急な対応が必要なことから、

地権者等との合意形成を進め、戦略的誘導エリアを中心とした一
体的かつ効果的なまちづくりを先行的に検討します。検討にあ
たっては、交通環境の改善と併せ、魅力の創出等に寄与する都市
機能の集積等に向けて、高度利用されていない土地や駅前商業施
設等と隣接する公共施設（区役所、交通広場等）の敷地との連携
を検討し、必要な都市基盤整備と適切な土地利用誘導を図ります。

②駅南側
駅南側に予定されている３号線

延伸の進捗状況を踏まえながら、
交通結節機能の強化、都市機能の
更なる集積等のまちの一層の発展
に向けて、大規模商業施設のリ
ニューアルや、高度利用されてい
ない土地の土地利用転換の機会を
適切に捉えて、隣接する公共施設
（交通広場、公園等）の敷地との
連携を検討しながら、適切な土地
利用誘導を図ります。

戦略的誘導エリア位置図

戦略的誘導エリア
公園・緑地等

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）

16

（１）駅周辺の公共施設について

①主な公共施設の状況
・新百合ヶ丘駅周辺の公共施設の

多くは昭和59(1984)年の土地区
画整理事業に併せて整備されて
おり、施設の高経年化が進んで
います。

・区役所については、供用開始
後42年が経過し、他の区と比
較すると、宮前区役所と並び
最も古い庁舎となっています。
また、区役所に隣接する市民
館・図書館、消防署について
も供用開始後39年が経過して
います。

３ 機動的な公共施設の検討

②資産マネジメントの取組
・資産マネジメントの取組として、本市が保有する様々な施設につ

いて、中長期的視点から資産保有の最適化を重点的に推進するた
めに「資産マネジメント第３期実施方針」を策定し、施設が提供
している機能に着目した「機能重視」の考え方に基づく取組を進
めています。

・本指針に基づく取組の一つである「地域ごとの資産保有の最適
化」の検討においては、新百合ヶ丘駅周辺の区役所、市民館・図
書館を含んだエリアがモデル地域に選定され、地域の状況を踏ま
えた施設の適正配置の検討を進めています。

③駅周辺のまちづくりと連携した公共施設の検討の必要性
区役所等の高経年化の状況や資産マネジメントの取組等を踏

まえるとともに、まちづくりを一体的かつ効果的に進めるため、
駅周辺のまちづくりと連携を図りながら、公共施設のあり方に
ついても検討します。

（３）機動的な公共施設の検討について

（２）市民等の意見

駅周辺のまちづくりや公共施設に関して、将来を見据えた駅北
側の再整備、駅周辺道路の渋滞対策や区役所の高経年化等を踏ま
えたまちづくりの早急な検討等の意見が市民等から寄せられてい
ます。

駅北側の戦略的誘導エリアでは、駅周辺の一体的かつ効果的な
まちづくりに向けて、土地利用転換の機会を適切に捉えて、区役
所等の公共施設も含めた検討を以下のとおり行います。

①公共施設のあり方に関する幅広い検討
駅北側の区役所等の公共施設について、施設の高経年化等の

課題に的確に対応するため、戦略的誘導エリアを中心とした土
地利用の検討において、資産マネジメントの取組と連携・整合
を図りながら公共施設の建替えの可能性も含めて幅広く検討し、
令和7(2025)年度に今後の取組の基本的な方向性を示す「基本的
考え方」の策定をめざします。

②市民意見の把握
まちづくり及び公共施設の検討にあたっては、市民意見をき

め細やかに把握するため、様々な機会を捉え、多角的に市民等
の意見を伺いながら検討を進めます。

新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）【概要版】
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新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）
についてご意見をお聞かせください。

新百合ヶ丘駅周辺の
『これまで』と『これから』の
まちづくりにむけて

新百合ヶ丘駅周辺は、昭和４９(1974)年の駅の開業を契機に
土地区画整理事業が進み、川崎市総合計画において広域拠点に
位置づけられ、官民連携でのまちづくりが進められてきました。

現在では、商業・業務・公共機能及び芸術・文化施設等が集積
しており、公共空間を活用したイベントの開催など、地域の特徴を
生かした賑わいと魅力あるまちづくりが進められています。

一方で、急激な人口増加による駅中心部における交通混雑の発生や、駅至近における低利用地等による
にぎわいの不足、土地区画整理事業当時に建設された建物の高経年化等、様々な課題が顕在化してきています。

また、横浜市高速鉄道３号線延伸を見据え、都市機能の更なる集積や、交通結節機能の強化に向けた
取組が求められています。

新百合ヶ丘駅周辺のより一層の魅力あふれるまちづくりに向けて、まちの将来像
やその実現に向けた取組の方向性等を定め、地域の皆さんと共有するため、
「新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針」（案）を作成しました。

▲
本リーフレットは、抜粋版ですので、

是非、本編も読んでいただき、
ご意見をお聞かせください。

⇒ 中面に抜粋して掲載しています。開いてご覧ください。

新百合ヶ丘駅周辺地区
まちづくり方針（案）について

1 意見募集期間
令和６(2024)年１２月２日（月）から令和７(2025)年１月８日（水）まで
※郵送は当日消印有効。持参は令和７(2025)年１月８日（水）の１７時１５分まで

2 閲覧資料
(1) 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）（概要）
(2) 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針（案）（本編）

3 閲覧場所
・ 川崎市ホームページ ・ 支所・出張所、図書館（本館・分館）
・ 市民館（本館・分館） ・ かわさき情報プラザ（川崎市役所本庁舎２階）
・ 各区役所の市政資料コーナー ・ まちづくり局市街地整備部地域整備推進課（本庁舎１９階）

4 意見提出方法
① 郵 送 〒210-8577 

川崎市川崎区宮本町１ 川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
② 持 参 まちづくり局市街地整備部地域整備推進課（本庁舎１９階）
③ ＦＡＸ ０４４－２００－０９８４（まちづくり局市街地整備部地域整備推進課）
④ インターネット入力フォーム

インターネットで川崎市ホームページにアクセスし、パブリックコメントの
専用ページから専用のフォームを使って所定の方法により送信してください。

※１ 意見書の書式は自由ですが、必ず「題名」、「氏名（法人又は団体の場合は、名称 及び
代表者の氏名）」 及び「連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス又は住所）」を
明記してください。

※２ 電話による意見等は受け付けておりませんのでご了承ください。
※３ ご意見に対する個別の対応はいたしませんが、類似の内容を整理又は要約した上で、本市

の考え方を整理した結果をホームページ等で公表します。

5 問合せ先
川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
電話︓０４４－２００－２７４３ ＦＡＸ︓０４４－２００－０９８４

新百合ヶ丘駅周辺のより一層の魅力あふれるまちづくりに向けて、まちの将来像やその実現に向けた
取組の方向性等を定め、地域の皆さんと共有するため、「新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針」
の（案）を作成しましたので、市民の皆様からのご意見を募集いたします。

Ⅰ 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針策定の目的
Ⅱ 新百合ヶ丘駅周辺の現況
Ⅲ 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針
Ⅳ 計画的なまちづくりの推進

〜 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針の構成 〜

出典︓ふるさとの心が鼓動するまちづくり
（新百合ヶ丘駅周辺特定土地区画整理事業のあゆみ）より

令和７(2025)年１月８日（水）

意見募集期間︓令和６(2024)年１２月２日（月）〜

川崎市HP

専用ページ
（川崎市HP）
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1 についてま ち の 将 来 像

2 について分 野 別 の 方 針

3 まちづくりの について方 針 図

1 の指定について戦 略 的 誘 導 エ リ ア

2 こ について公 共 施 設 の 討検機 動 的 な

地域の皆さんと、まちづくりにおいてめざして
いく将来の姿を共有するため、「まちの将来像」
として示しています。（本編 P17／概要版 P7）

これらにより「 多様な人々が集うまち 」 をめざします。

・ 駅周辺の交通環境の改善
・ 交通結節機能の強化等

・ 多様な都市機能の拡充
・ 賑わいの創出

・ 芸術・文化、緑、地域活動
の継承と進化

土地利用
市北部の広域拠点に
ふさわしい都市機能の
充実

環境
緑あふれる潤いある
都市環境の整備

交通
誰もが歩きやすく移動
しやすい交通環境の
整備

防災
災害時における
都市の防災性の向上

まちの将来像に掲げる「多様な人々が集うまち」
の実現に向けて、まちの骨格となる「にぎわい核」、
「交通核」、「都市軸」の方針と概ねのエリアを方針
図として示しています。（本編 P21／概要版 P14）

まちの将来像の実現に向け、分野別の方針を
示しています。分野別の具体的な取組の方向性
は本編をご覧ください。
（本編 P18～P20／概要版 P8～P13）

にぎわい核の強化 交通核の再編

都市軸の充実

• 駅中心部の高度利用と
• 民間活力を活かした
都市機能の充実を図ります。

• 駅南北の交通機能の
適正な役割分担・整備
を図ります。

Ⅲ 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針 Ⅳ 計画的なまちづくりの推進

• 駅南北間の連携や
中心部から後背地への
連携の充実を図ります。

• 南北のにぎわい核を結び、まち全体のにぎわいを創出します。
• 官民連携による駅中心部の緑の連続性の創出により、
駅周辺の緑のネットワークの強化を図ります。

鉄道新規ネットワーク
• 広域的な交通利便性の

向上等に向けて、横浜市
高速鉄道３号線の整備を
進めます。

まちづくりを計画的に進めるために、戦略的誘導エリアの指定や、機動的な公共施設の検討を行います。

• 「にぎわい核」の強化等に向けて、まちづくりを
牽引する土地利用の誘導を図るべきエリアを
『戦略的誘導エリア』として指定します。

• 戦略的誘導エリアの指定にあたっては、駅至近
のエリアのうち、公共施設の敷地に隣接する
「高度利用されていない大規模な土地」、
「大規模な商業施設等の敷地」を指定します。

• 駅北側の戦略的誘導エリアについては、交通
環境の改善に向けて早急な対応が必要なこと
から、先行的に検討します。

戦略的誘導エリア

○ 公共施設のあり方に関する幅広い検討
• 駅北側の公共施設について、戦略的誘導エリアを

中心とした土地利用の検討において、区役所等の
高経年化の状況や資産マネジメントの取組等を
踏まえながら、公共施設の建替えの可能性も含め
て幅広く検討し、令和７(2025)年度に今後の
取組の基本的な方向性を示す「基本的な考え方」
の策定をめざします。

○ 市民意見の把握
• まちづくり及び公共施設の検討にあたっては、市民

意見をきめ細やかに把握するため、様々な機会を
捉え、多角的に市民等の意見を伺いながら検討を
進めます。

駅北側の戦略的誘導エリアでは、駅周辺の一体的かつ効果的なまちづくりに向けて、土地利用転換
の機会を適切に捉えて、区役所等の公共施設も含めた検討を以下のとおり行います。

本リーフレットは、抜粋版ですので、是非、本編も読んでいただき、
ご意見をお聞かせください。

交通 都市機能

まちづくり方針図

番号 公共施設 供用開始

① 麻生区役所 1982年

② 麻生消防署 1985年

③ 麻生市民館・図書館 1985年

新百合ヶ丘の魅力

①

②

③

専用ページ
（川崎市HP）

（本編 P23／概要版 P15）

（本編 P24／概要版 P16）
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